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別紙１ いじめへの組織的対応

いじめ認知

生徒指導部主任 高校教頭 校長

中学教頭

いじめ対策委員会 職員会議

※情報共有

◇構成員（○印 生徒指導部主任）

校長、高校教頭、中学教頭、生徒指導部員、当該学年主任、

当該ＨＲ担任

（重大事態発生の場合は他の運営委員、養護教諭、必要な

関係機関の人が加わる。）

◇いじめ認知報告

◇調査方針・方法等の決定

保護者

調査・事実関係の把握 ※複数で対応

◇指導方針の決定、指導体制の確立

☆指導、支援の対象と具体的な手立て

・ 特定（被害生徒・保護者、加害生徒・保護者）※懲戒

関係機関

総務学事課

いじめ解決への指導・支援 警察

医療機関

福祉関係

継続指導・経過観察

◇事態収束の判断

・被害生徒がいじめの解消を自覚し、関係生徒との

関係が良好となっている


